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移転価格税制アップデート - 関連者取引明細書の公表 - 
 

 お客様各位 

先日、タイ歳入局（Thai Revenue Department）から移転価格税制に基づく関連者取引明細書（Transfer Pricing 

Disclosure Form）が公表されましたのでお知らせします。当明細書については 2019 年 12 月決算の場合、2020 年 5

月 29 日が初めての提出期限となるため、ひな型の公表を待っている状況でしたが、ようやく公表されました。 
 

1. 移転価格税制施行開始 
 
移転価格税制はご存知の通り、2019 年 1 月 1 日以降に開始する事業年度より適用となります。本税制の施
行により、以下の書類の準備が求められます。 
 

1) 関連者取引明細書（Transfer Pricing Disclosure Form） 

2) 移転価格文書（Transfer Pricing Document） 
 
上記 1)はその会計期間の売上が 2 億バーツ以上の会社に対して、法人税申告書に添付して提出が求められる
ものであり、決算日から 150 日以内が提出期限となります。上記 2)は、将来の税務調査等で歳入局から提出を
依頼されたときに、依頼から原則 60 日以内（初回の依頼の場合は 180 日以内）の提出が求められます。 

 

2. 関連者取引明細書の内容 

以下が関連者取引明細書の和訳となりますが、求められる記載内容は、①関連者の一覧（タイ国内および国
外）、②関連者のうち、その会計年度中に取引がある関連者との取引内容及び取引金額、③連結財務諸表や
グループ再編の有無に関する質問等、となっております。 

 



 

 

 

 

 



KPMGのコメント 

タイ歳入局は、法人税申告書に添付された関連者取引明細書を一つの基準として、今後税務調査を開始することが想
定されます。また、当明細書を提出しない、または内容に不備がある場合には、20 万バーツ以下の罰金が科される可能性
もありますので、本年の決算に向けて関連者リスト及び関連者取引の有無の確認が必要となるとともに、将来の税務調査
に向けて移転価格文書の作成も求められます。 
 
本件に関して質問等ございましたら、以下の担当者まで個別にご連絡ください。 
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